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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示

令和２年２月５日

中部地方整備局長 勢田 昌功

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。

な お 、 本 業 務 に 係る 見積 決 定及 び契 約締 結 は 、 当該 業 務 に 係 る 令 和

２ 年 度 本 予 算 が 成立 し 、 予 算示 達が な され るこ と を 条 件 と す る も の

で す 。

１．当該招請の主旨

競争参加資格審査申請・受付システムは、２年に１度の建設工事の定期の資格審

査において、申請者の負担軽減、行政事務の合理化等を図るため、インターネット

方式による申請受付を行うために開発されたシステムである。

本業務は、中部地方整備局が代表機関として実施する令和３・４年度競争参加資

格審査（建設工事）インターネット受付、既存システムの機能改良、機器等の整備

及び同システムの運用支援、また申請者からの問い合わせ対応等を行うものである。

（申請予定者数27,000者）

業務の実施にあたっては、高度で高い信頼性が求められるとともに、システム構

築の知識や経験があるだけではなく、各参加機関の競争参加資格審査制度を十分に

把握したうえで、改良及び運用支援等を行わなければならず、本システムに関する

幅広い知識と経験が必要不可欠である。
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これらのことから、本業務の遂行にあたっては、技術的要件等を兼ね備えている

特定の法人を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定の法

人以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認

する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。

応募の結果、応募者がいない場合もしくは、４．の応募要件を満たすと認められ

る者がいない場合にあっては、特定の法人との契約手続に移行する。

なお、４．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法

人と当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。

２．業務概要

(1) 業務名 令和３・４年度競争参加資格審査インターネット一元受付システム運

用支援・改良及び受付対応業務

(2) 業務内容

① システム機能改良

②システム環境構築

③運用支援

④サーバー等機器類の整備

⑤パスワード発送

⑦インターネット受付対応

⑧資料作成及びインターネット受付統括

⑨ヘルプデスクの開設
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(3) 履行期間 契約締結の翌日から令和３年３月12日まで

３．業務目的

本業務は、中部地方整備局が代表機関として実施する令和３・４年度競争参加資

格審査（建設工事）インターネット受付に対応するための既存システムの機能改良、

機器等の整備及び同システムの運用支援、またインターネット受付対応、ヘルプデ

スク開設を行うことを目的とする。

４．参加者に求める応募要件

(1) 参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。

1) 基本的要件

①予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該

当しない者であること。

②令和１・２・３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）のうち「役

務の提供等」の東海・北陸地域の競争参加資格の認定を受け、Ａ等級に格

付けされた者であること。なお「競争参加者の資格に関する公示」（平成3

0年11月26日付官報）に記載されている時期及び場所で競争参加資格の申請

を受け付ける。

③会社更生法に基づき更正手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加資格に関す

る公示に基づき②の競争参加資格を継続する為に必要な手続きをおこなっ

た者を除く。）でないこと。

④中部地方整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
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⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継

続している者でないこと。

⑥説明書の交付を直接受けた者であること。

2) 技術力に関する要件

①本番環境に準じたテスト環境（テストデータの作成を含む。）をシステム運

用開 始前において、受注者自ら構築できること。

②本業務に必要な場所は、受注者自ら準備できること。

③本業務に必要な機器等については、受注者自ら準備（動作環境の設定を含

む。）できること。

3) 業務執行体制に関する要件

①業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてないこと。

② シ ス テ ム及 びサ ー バー にお い て 、 予 期 せ ぬ 事 態 ・ 障 害 が 発 生 し

た 場合 は、 夜 間及 び休 日 に 関 わ ら ず 、 業 務 が 行 え る こ と 。

③緊 急時及び 障害発生 時等に 対応す るため 、調査職 員と管理 技術

者との 連絡が常 に確保で きる 体制を 維持でき ること。

④システム機器操作に関する指導教育を行い受付業務に対応できること。

4) 業務実績に関する要件

下記に示される同種又は類似業務について、平成21年度以降参加意思確認

書の提出期限までに完了した業務（再委託による業務の実績は含まない。）に

おいて１件以上の実績を有していること。
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・同種業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社

（注３）において、Ｗｅｂ方式により公共事業に関する競争参加資格申

請データを受付し、複数の機関に受付したデータを提供できるシステム

の開発又は改良を行った業務

※（注１～３）の説明は別紙のとおり

5) 配置予定管理技術者に関する要件

配置予定管理技術者は、下記①に示される同種又は類似業務について、平成

21年度以降参加意思確認書の提出期限までに完了した業務（再委託による業務

の実績は含まない。）において１件以上の実績を有していなければならない。

また、下記②に掲げるいずれかの資格を有すること。

①業務実績

・同種業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社

（注３）において、Ｗｅｂ方式により競争参加資格に関する申請データ

を受付し、複数の機関に受付したデータを提供できるシステムの開発又

は改良を行った業務

※（注１～３）の説明は別紙のとおり

②資格要件

以下のいずれかの資格を有すること。

・技術士：総合技術監理部門（情報工学又は電気電子を選択科目とするも

の）又は情報工学部門、電気電子部門

・ＰＭＰ又は情報処理技術者（応用情報技術者以上）

※旧資格の同等以上を含む。
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５．手続等

(1) 担当部局

1) 契約関係

〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番１号名古屋合同庁舎第２号

館６階 中部地方整備局総務部契約課購買第二係

電 話：052-953-8138

ＦＡＸ：052-953-8199

2) 技術関係（特記仕様書等の照会先）

〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番１号名古屋合同庁舎第２号

館６階 中部地方整備局総務部契約課調査係

電 話：052-953-8138

ＦＡＸ：052-953-8199

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法

1) 説明書を上記(1)2)の問い合わせ先で交付する。

交付期間は令和２年２月５日から令和２年２月18日までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、9時15分から18時00分まで（最終日は16時まで）とする。ま

た、郵送（着払い）による交付も行うので、上記(1)2)の問い合わせ先に申し出

ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。

2) 希望者には、記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を上記（1）2)に持参することにより

電子データを交付するので、予め上記（1）2)の問い合わせ先に申し出ること。

また、郵送による場合には、予め上記（1）2)の問い合わせ先に連絡し、上記
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（1）2)に記録媒体、返信用の封筒（切手を貼付）、担当者の連絡先が分かるも

のを同封し郵送すること。

(3) 参加意思確認書の提出期限並びに提出場所及び方法

提出期限：令和２年２月19日（水）18時00分

提出場所：上記（１）2)に同じ。

提出方法：持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)、若し

くは電子メールによる。

６．その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 関連情報を入手するための照会窓口

５.(1)に同じ。

(3) 当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出予定

期限

令和２年３月９日（月）18時00分

(4) 令和１・２・３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供

等」の東海・北陸越地域の競争参加資格を有していない者も５.(３)により参

加意思確認書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として

選定された場合に、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出期限の

日において、当該資格の認定を受けていなければならない。

(5) 詳細は説明書による。
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別紙

（注１）特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行

令第一条に示す、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境

安全事業株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道

路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道

路株式会社、沖縄科学技術大学院大学学園、日本中央競馬会、国立研究開発法人宇宙

航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人情報通信

研究機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国

立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育

振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自

動車事故対策機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、

独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、

独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人

労働者健康安全機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附

則第二条に示す独立行政法人を含む。）に加え国土交通省所管のその他の独立行政法

人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。
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（注２）地方公共団体とは、地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都

道府県、市町村）及び特別地方公共団体（特別区、地方公共団体の組合、財産区）を

いう。

（注３）地方公社とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関

する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づ

き都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。


